
103万円 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給与収入 

給与所得 

 

０円    41万５千円    42万円     45万円   48万円 

所得のあった時期 
住民税が課税される時期 

Ｒ7.1.1 
Ｒ6.1.1 Ｒ8.1.1 

Ｒ8.6 Ｒ6.6 Ｒ7.6 

～扶養から外れた配偶者について～ 
給与収入が103万円超～201万円未満なら、段階的に 
配偶者特別控除を受けられる場合があります。 

所得税 非課税  所得税 課税 令和７年度：給与収入のみの場合 
 

令和７年度の住民税（市・県民税）は、令和 6年 1月 1日～令和 6年 12 月 31 日の所得に基づいて計算しています。（翌年課税） 

 

扶養から外れる 税法上（所得税・住民税）の扶養となれる 

住民税・森林環境税 
非課税 

住民税非課税 
森林環境税課税 

1,000 円 

住民税(均等割)課税 
4,500 円 

森林環境税課税 
1,000 円 

住民税(均等割＋所得割)課税 
        4,500 円 ＋ 課税所得の 10% 

森林環境税課税 
1,000 円 

０円    96万５千円    97万円     100万円 

※扶養のあるかた、障がい者、ひとり親、寡婦、未成年に 
該当するかたは基準が異なります。 

 


